
船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 沈没 

発生日時 不明（平成２９年１２月２９日 １５時００分ごろ～平成３０年１月

６日 ０８時３０分ごろの間） 

発生場所 宮城県石巻市石巻港 

 石巻港雲雀
ひ ば り

野
の

防波堤灯台から真方位００２°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°２４.６′ 東経１４１°１５.９′） 

事故の概要  作業船かいおう及び作業船虎
とら

丸は、共に無人で岸壁に係留中、沈没

した。 

事故調査の経過 平成３０年１月１１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 かいおう、５トン未満（長さ８.７６ｍ） 

２１０－２３５２６宮城、株式会社鈴木造船所（Ａ社） 

Ｂ 作業船 虎丸、３.７トン 

２１０－５０９９０宮城、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 主機等に濡損（全損） 

Ｂ 主機等に濡損 

 気象・海象 気象：風向 西北西～北北西、風力 ２～４ 

海象：港内 平穏 

 事故の経過 Ａ船及びＢ船は、年内の業務を終え、Ｂ船が岸壁に左舷側を接して

船首尾から岸壁に係船索を取り、また、Ａ船が左舷側をＢ船の右舷側

に接舷してＢ船に係船索を取り、平成２９年１２月２９日１５時００

分ごろから両船共に無人で係留していた。 

Ａ船及びＢ船は、年末年始の休暇が明けた平成３０年１月６日０８

時３０分ごろ、出勤したＡ社の担当者により沈没しているのを発見さ

れた。 

Ａ船及びＢ船は、引き揚げられ、Ａ船の右舷外板喫水線付近に腐食

による破口が生じているのが発見され、Ｂ船には破口等がなかった。 

Ａ社は、本事故以前から、Ａ船に長年の使用により外板に腐食によ

る破口が生じている箇所が複数あったので、浸水が認められる都度、

外板の修理を行いながらＡ船を使用していた。 

分析 

 

 Ａ船は、石巻港において、Ｂ船と係船索で繋
つな

いで無人で係留中、長

年の使用により右舷外板喫水線付近に腐食による破口が生じていたこ

とから、同破口から船内に浸水し、沈没したものと考えられる。 

Ｂ船は、無人で岸壁に左舷着け係留中、右舷側に係船索で繋いで係



留していたＡ船が沈没したことから、Ａ船に海中へ引かれて船内に浸

水し、沈没したものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、平成２９年１２月２９日１５時００分ごろ無人と

なり、平成３０年１月６日０８時３０分ごろ沈没しているのが発見さ

れたことから、この間において、沈没したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、石巻港において、岸壁に係留中のＢ船と係船索

で繋いで無人で係留中、長年の使用により右舷外板喫水線付近に腐食

による破口が生じていたため、同破口から船内に浸水し、Ｂ船と共に

沈没したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・長年使用されている鋼製船舶の所有者は、船側外板の腐食による

破口の有無等を頻繁に点検し、浸水が生じないよう確実に対処す

ること。 

 


